
令和４年度事務事業一覧（事務事業マネジメントシートから一部抜粋）

通し

番号

事業

番号
事務事業名 課名 事業の目的 事業の概要 成果

1 195 メモリアルホール運営
生活環境部つくばメモリ

アルホール

葬儀における通夜、告別式、法事に係る葬祭業務及び火葬業務を執り行

う。

斎場（葬祭式場、火葬場、待合及び法要施設）の貸館業務等の運営及び施

設・設備の維持管理

本施設（建物・電気設備・機械設備等）を延命させる計画を策定し、今後

の改修方針、スケジュールを決 定することができた。

2 614 つくば市環境審議会運営事業 生活環境部環境政策課
環境保全に関する条例や計画の策定、改廃の際に内容や原案について調査

審議するため。 
市長車及び副市長車の運転・管理業務を行う。

令和３年度における第３次つくば市環境基本計画の実績報告等を行い、審

議会委員の意見を各担当課へ フィードバックして令和４年度の事業計画へ

反映した。また、令和４年度は、第５次つくば市きれいなま ちづくり行動

計画の中間評価を行い、審議会委員の意見を各担当課へフィードバックし

た。 

3 615 渉外業務（後援名義使用承認・叙勲・表彰事務） 生活環境部環境政策課
つくば市の環境の状況、環境保全に関する施策の実施状況を広く市民や事

業者に公表するため。

前年度のつくば市の環境に関するデータやつくば市環境基本計画にある関

連施策の進捗状況を関係各課か ら取りまとめて作成し、ホームページにて

公表する。

第３次つくば市環境基本計画の策定時における評価指標において、現状の

数値と目標値を比較できるよう にした。また、施策の柱に基づき、各課事

業を掲載することにより、進捗状況を把握できるようにした。 第３次つく

ば市環境基本計画の実績や市内の現況を記載した令和３年度版環境白書を

市ホームページに公 表した。

4 616 環境基本計画進行管理事業 生活環境部環境政策課
目指すべき将来像「豊かなつくばの恵みを未来につなぐ持続可能都市」の

実現に向けて、環境施策の実効 性を確保するため。

第３次環境基本計画に掲げる関連施策に該当する事業の目的・目標につい

て、関係各課に事業進捗管理票 の提出を依頼し、進捗管理を行う。

進行管理の目的や環境基本計画に実績を転記することを考慮し、年度当初

に進行管理票を作成した。 また、５月に環境基本計画掲載事業の主管課に

対して、令和４年度事業計画の作成を依頼し、環境 管理委員会で事業計画

の確認を行った。また、事業の進捗管理を目的として８月に環境審議会を

開 催し、９月の環境管理委員会で、審議会で頂戴した意見のフィードバッ

クを行った。

5 617 つくば市役所環境負荷低減事業 生活環境部環境政策課 つくば市役所が行う事務事業からの環境影響を継続的に少なくするため。

課長級、出先機関の長級、新規採用職員を対象として環境法令、地球温暖

化対策に関する研修を行う。 また、グリーン購入を推進することで間接的

な環境影響を小さくする。

９月に動画配信形式で各課の長及び出先機関の長を対象に環境法令遵守と

地球温暖化対策に関する研修を 実施した。１０月に新規採用職員向けの環

境法令遵守及び地球温暖化対策に関する研修を実施した。 また、つくば市

グリーン購入推進方針では「設備」を対象としていなかったが、昨年度に

実施した環境省 との協議結果をもとに、令和５年度から対象とできるよう

に推進方針の改定案を作成した。

6 618 クリーンエネルギー機器等購入補助事業 生活環境部環境政策課
機器設置費用の一部を補助することで、クリーンエネルギー機器を普及さ

せ、家庭部門におけるＣＯ２排出削 減を図り地球温暖化防止に寄与する。

クリーンエネルギー機器設置及びクリーンエネルギー自動車購入者を対象

に補助金を交付する。

クリーンエネルギー機器設置及びクリーンエネルギー自動車購入者に対

し、補助金を交付することで、温室効果ガスの削減を図った。

〔補助実績〕蓄電池：１７７件、燃料電池：２１件、電気自動車：７０

件、Ｖ２Ｈ：８件

〔温室効果ガスの削減量〕蓄電池：約１１５ｔ－ＣＯ２、燃料電池：約２

５ｔ－ＣＯ２、電気自動車：６６ｔ－ＣＯ２
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7 619 新エネルギー等普及促進事務 生活環境部環境政策課

市民の環境配慮活動の意識啓発を推進し、学んだ内容を市民や事業者が実

生活や事業活動で実践すること により、地域の温室効果ガス排出の抑制を

図る。

次世代エネルギーパーク見学会の開催（親子対象：８月実施）。 

次世代エネルギーパーク見学会を開催した。

実施日：８月３日（１０名参加）

見学先：原子力科学館及び北越コーポレーション株式会社バイオマス発電

所

8 620 つくば環境スタイルサポーターズ事業 生活環境部環境政策課
環境に関するイベント等の啓発活動を行うことにより、つくば環境サポー

ターズ会員を中心とした市民の 環境意識の向上を図る。

・ニュースレターやＳＮＳ等で市の環境関連情報の提供や環境に関するイ

ベントの実施。

・提供する事業：グリーンカーテンコンテスト、ゴーヤ苗配布、エコクッ

キング

・サポーターズニュース発行（７月、９月、１１月）

・グリーンカーテンコンテスト

・ゴーヤ苗配布（５／１１及び５／１２：２，０００株）

・エコクッキング（会員向）８月：４組８名参加、１０月：９組１２名参

加

9 621 ＥＶ等普及促進事業 生活環境部環境政策課
電気自動車等の低炭素車への転換を促し、自動車の走行に伴う温室効果ガ

ス排出を抑制し、市域における 電気自動車の利便性の向上を図る。

市域３か所（つくば市役所、筑波交流センター及び茎崎交流センター）に

設置した急速充電器の適切な管 理。

市内３か所（市庁舎、筑波交流センター及び茎崎交流センター）に設置し

た電気自動車用急速充電器の維 持管理を実施した。 

10 622 コミュニティ型低炭素モデル街区整備事業 生活環境部環境政策課

環境配慮型住宅の整備やＨＥＭＳを通じたエネルギーの可視化などを行う

低炭素モデル街区を形成し、成果を 発信することで、低炭素まちづくりの

面的な普及促進を図る。

つくば市低炭素（建物・街区）ガイドラインに基づく認定事業及び補助要

項に基づく補助金の交付。

低炭素ガイドラインに基づく補助金を次のとおり交付した。

戸建レベル３：１１１件

11 623 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）推進事業 生活環境部環境政策課
つくば市役所の全ての事務事業活動によって排出される温室効果ガスの排

出量を削減する。

つくば市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、公共施設

の省エネルギー化、再生可能エ ネルギーの活用により、公共施設から排出

される温室効果ガスを削減する。

第３次つくば市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を改定して、

国の目標に貢献できる市の目標 を設定するとともに、照明のＬＥＤ化や公

用車の低炭素化など具体的な手法や指標を記載した。また、１０月か らサ

ステナスクエア焼却施設発電設備で発電した電力の４１公共施設への自己

託送を行い、温室効果ガスと 電力料金の削減に繋げた。

12 624 資源物集団回収奨励金の交付 生活環境部環境衛生課 資源物の有効活用推進と市民のリサイクル意識の高揚を図る。
資源物集団回収を行った自治会や子供会等の団体に対して、回収量に応じ

た奨励金を交付し、ごみの減量 や３Ｒの推進を図る。

前年度に活動された団体に引き続き登録団体申請を促したところ、多くの

団体が登録された。
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13 625 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）推進事業 生活環境部環境政策課
市域における地球温暖化対策を推進し、温室効果ガス排出量を削減するた

め。

つくば３Ｅフォーラムや企業、大学・研究機関、他自治体、県などと連携

して、組織を超えた関係者によ る事業の検討、研究、企画等を進めて、つ

くば市域における地球温暖化対策を誘導する。 また、地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）の進捗管理を行う。

昨年度検討を行ったカーシェアリング事業を６月から市役所駐車場で開始

した。市民の行動変容の促進などを目的として気候市民会議に関する協議

を国立環境研究所等と行い、事業計画の検討を行った。環境省「脱炭素先

行地域事業」について、２月に環境省に応募した。７月につくば市地球温

暖化対策実行計画進捗管理懇話会を行い、事業所管課に懇話会意見の

フィードバックを行った。

14 626 筑波山自然環境教育事業 生活環境部環境政策課

筑波山の植物や水環境、山ろく部の自然環境及び市の中心部に残る森林等

について知る機会や市内の豊か な自然を保全する意義を考える機会を提供

し、豊かな自然環境の保全に対する意識の向上を図る。

自然環境に関する観察会等の開催 

「里山ウオーク」（５／１５参加者１５名）、「稚魚放流」（６／２４栄

小学校：参加者４９名、７／１大曽根小学校：参加者９６名）、「谷津田

の生きもの調査」（７／１６参加者５組１０名）、「桜川探検隊（カ

ヌー）」（８／２３参加者５組１１名）、「桜川探検隊（クリスマスリー

ス」（１１／１３参加者１１名）、「里山散策と木の葉のスケッチ」

（１１／２０参加者２組４名）、「つくば市周辺の『自然』を感じて・学

ぶツアー」（３／４参加者１１組２０名）

15 627 つくば市環境マイスター育成事業 生活環境部環境政策課

既存の環境マイスター認定者の活用事業としてマイスター認定者が市の環

境事業に関わることにより、マ イスター認定者の活動の場を広げること

で、環境活動のリーダー的役割を担う後押しをする。

自然環境教育事業（里山ウォーク）の実施。 ・筑波山自然環境教育事業「里山ウォーク」の実施（１回） 

16 628 つくば環境フェスティバル事業 生活環境部環境政策課
子どもから大人までが参加可能な環境イベント等を通して、事業者や市民

の環境配慮活動の意識啓発を 推進する。
環境フェスティバルの企画立案及び運営の実施。  

環境フェスティバル（つくばサイエンスコラボ２０２２）を開催した。

開催日：１１月１２日、来場者：１０，４９５人

17 632 墓地等経営許可事業 生活環境部環境保全課
墓地等の経営許可及び墓地管理者等の変更届受理の事務を行う。墓地の適

正な管理を行う。

霊園墓地、寺院墓地、共同墓地等の新規・拡張・廃止の許可を行う。 墓地

経営者・管理者変更届等の受理を行う。
遅滞なく許可と変更届受理の事務を行った。

18 634 高度処理型合併浄化槽補助事業 生活環境部環境保全課
一般家庭に対する高度処理型合併処理浄化槽の普及促進を図り、生活排水

による公共用水域の水質汚濁を 防止する。
高度処理型合併処理浄化槽の設置費の補助を実施する。

補助事業により、高度処理型合併浄化槽の普及を進めることができ、生活

排水による公共用水域の水質汚 濁の防止が図られた。
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19 635 水質保全事業 生活環境部環境保全課
霞ヶ浦及び牛久沼に流入する河川等の水質汚濁の防止及び河川環境の保全

を図ることを目的とする。
つくば市水質監視員による月２回以上の河川等の巡視活動を行う。

水質監視員による月１回以上の河川巡視報告（４４５回）、河川の状況を

監視し、ペットボトルや空き缶、粗 大ごみなどのごみが落ちていた際に適

切な対応を行った。また、つくば市水質浄化対策推進協議会と連携 し、１

０月に谷田川でごみ拾いを行うことで、河川環境の向上に努めた。

20 636 生活排水路浄化施設の維持管理事業 生活環境部環境保全課 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止する。
浄化施設の年間維持管理を行うことにより、施設の機能を十分に発揮させ

る。 沈砂・土砂・浮遊物質の除去 スクリーン・ポンプ類の点検（毎月）
地域から排出される生活雑排水による、河川等の水質汚濁を防止した。

21 637 簡易水道・小規模水道事業 生活環境部環境保全課
非公営水道が適正に維持管理され、継続的に安心で安全な水の提供がなさ

れるように支援を行うこと。

指導・助言及び補助等の支援を行う。

水質検査：上水道未整備地区１／４、上水道整備済地区１／１０

上水道未整備地区のみ補助

塩素消毒液：１本（２０リットル）あたり９００円。１組合の上限１３０

本

施設の修繕費：修繕費、本体価格の１／２。上限５万円

水中ポンプ：本体購入費の１／１０。上限７．５万円

井戸掘削：井戸の掘削１ｍにつき１千円。上限１０万円

各給水組合に維持管理に関する補助金を交付することにより、円滑な簡易

水道事業の運営を図ることがで きた。水質検査結果から、基準値超過した

各組合に対し、管理指導を実施し改善に努めた。今後も、施設 の維持管理

や水質管理の知識の向上を目指し、指導を継続していく。

22 639 空き地等の適正管理啓発・指導事業 生活環境部環境保全課
空き地及びその周辺地域の環境を保全し、市民の安全及び健康の維持に寄

与することを目的とする。

雑草の繁茂した空き地の適正管理について指導、助言を行う。 所有者等が

自ら所有する土地について適正な管理ができない場合、所有者の申し出に

より業者を斡旋し、 雑草除去を行わせる。

粘り強く空き地の所有者へ適正管理通知を出したことにより、雑草繁茂改

善率は６９．８％となった。

23 640 環境美化推進事業 生活環境部環境保全課 快適な市民生活の確保に寄与する。

環境美化活動（ごみ拾い等）を行う個人・団体に対し、清掃用具（ごみ

袋・軍手・火ばさみ）の支給、傷 害保険の加入等の支援を行うことで、自

発的な環境美化活動を推進する。 市と事業者が計画する環境美化活動へ市

民が参加することで、環境美化意識の啓発を図る。 以上のような市・市

民・事業者の連携した環境美化活動により、快適な市民生活の確保を目指

す。

環境美化ボランティア活動参加延べ人数について、目標値を大きく上回る

ことができた。 きれいなまちづくり実行委員会の企画会議を毎月１回開催

し、会員団体によるごみ拾い活動（６回）、落 書き消し活動（２回）、環

境美化フォーラムの開催（１回）を実施した。 

24 641 上水道整備補助事業 生活環境部環境保全課
上下水道局が実施した上水道整備事業に関し独立採算制の元、健全な財政

運営を行うことを目的とし、一 般会計から補填を行う。

水道事業の経営健全化を促進し経営基盤の強化を図り、安心安全な飲料水

を確保するため、一般会計から 補填を行う。

上下水道事業の健全な財政運営に寄与できた。

・統合前水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に関する出資金６，４２

５，３１２円、補助金７９８，７６２円

・新規整備事業分出資金（令和３年度繰越分）２７，９００，０００円

・繰出金（Ｗｅｂ口座振替受付サービス導入費）１，８７０，０００円、

（価格高騰重点交付金分）６３，３６６，０００円
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令和４年度事務事業一覧（事務事業マネジメントシートから一部抜粋）

通し

番号
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番号
事務事業名 課名 事業の目的 事業の概要 成果

25 642 公害対策推進事業 生活環境部環境保全課 市民の健康被害防止及び生活環境の保全を図る。

公害法令に基づく届出受理・審査事務、立入検査・指導等を行う。 法定受

託事務である常時監視、本市の政策及び施策に資する一般環境調査（地下

水調査等） 公害紛争処理法に基づく苦情処理（相談、調査、指導、助言）

を行う。※ただし、廃棄物関係を除く。 公害防止に係る「公害防止協

定」、「公害防止確認書」、「実験安全委員会」等の運用、調整を行う。

公害法令の施行及び公害防止組織の形成・推進事業を適切に実施した。ま

た、環境調査結果等を市民に公 表することにより、市内環境の状況を周知

し、環境問題・環境汚染に対する啓発、意識高揚を図ることが できた。

26 643 放射線対策事業 生活環境部環境保全課
市域の空間放射線量の低減化、放射線測定及び広報活動による市民の安

全・安心確保を目的とする。
主に除染事業、空間放射線量率の測定事業等を行う。

学校等の公共施設における空間放射線量が低下し、安定していることを再

確認した。

27 645 廃棄物の処理の適正化に関する事業 生活環境部環境衛生課
職員の知識の向上を図るとともに、茨城県と廃棄物の処理の適正化につい

て連携をとる。 旧町村最終処分場跡地を適正に管理する。

茨城県清掃協議会主催の研修会や視察に参加し、職員の廃棄物処理に関す

る知識の向上を図る。 茨城県廃棄物処理施設の設置に係る事前審査要領に

基づいて、関係各課の意見をとりまとめ茨城県に提出 する。 旧町村最終処

分場跡地に汚染がないか水質検査を実施する。

コロナ禍の影響により、茨城県清掃協議会の研修会及び視察は実施されな

かった。 茨城県から廃棄物処理施設の設置に係る意見照会を受け、事前審

査報告を１件行った。 旧町村最終処分場跡地４か所（安食、上境、上郷、

研究学園三丁目）の地下水水質検査を行い、いずれの 場所においても基準

値以下であり、汚染がないことを確認した。

28 646 管路輸送施設の管理事業 生活環境部環境衛生課
平成２０年度末で事業廃止となった管路輸送施設（管路輸送センター及び

管路投入口、埋設管）を適正に管 理する。

管路輸送施設及び敷地植栽の管理を行う。 筑波大学職員宿舎（吾妻２丁

目）内の管路輸送施設埋設管の撤去について筑波大学と協議を行う。

管路輸送施設について場内警備・消防設備点検・植栽管理・清掃を行い、

安全性の確保や周辺環境の維持 を行った。 筑波大学職員宿舎の埋設管撤去

について、筑波大学と協議し、一体的に工事を行うこととなった。工事に 

関する契約は令和５年度の予定。

29 647 家庭ごみ収集事業 生活環境部環境衛生課 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。

一般家庭及び公共施設から分別排出される一般廃棄物（ごみ）を収集し、

サステナスクエアへ運搬する。

区会・住民団体等が設置するごみ集積所について、補助金交付要綱に基づ

き補助金を交付する。

補助金額：設置費用の１／２（補助限度額５０，０００円）

市民の生活環境を良好に保つことができた。また、ごみ飛散のない集積所

（ダストボックス等）の設置を 進めることができ、公衆衛生の向上を図る

ことができた。 ごみ減量を促進するため、資源物の分別徹底を促す集積所

用看板を作成した。

30 648 犬等死骸処理事業 生活環境部環境衛生課 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。 道路等公共用地で発見された動物の死骸を回収し、処理する。
迅速な回収処理することにより、公衆衛生を良好な状態に保つことができ

た。
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令和４年度事務事業一覧（事務事業マネジメントシートから一部抜粋）

通し

番号

事業

番号
事務事業名 課名 事業の目的 事業の概要 成果

31 649 市内一斉清掃事業 生活環境部環境衛生課 市民の環境美化意識を高めることにより、ポイ捨て行為を抑制する。
原則、毎年６月と１２月の第１日曜日に、各区会で道路脇にポイ捨てされ

たごみの清掃活動を行う。 活動を推進させるため区会等への周知を行う。

６月５日と１２月４日の２回、市内一斉清掃を実施した

６月が８，１８０㎏、１２月が８，２４０㎏のごみを回収した。

32 650 不法投棄ごみ処理事業 生活環境部環境衛生課
不法投棄されたごみを撤去することで、良好な生活環境を保持するととも

に、再発を防止する。

区会や土地所有者と連携して、不法投棄物の撤去作業を行う。 再発防止の

ため、警告看板の設置、促進と防犯・環境美化サポーターによる巡回パト

ロールを行う。 区会等に不法投棄防止の周知啓発を行う。

不法投棄の撤去３０３件、１４，４７０㎏

不法投棄禁止看板配布３７１枚

不法投棄を迅速に撤去し、市内の清潔を保つことにより、良好な生活環境

を保持することができた。

33 651
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規

制に関する事務
生活環境部環境衛生課 生活環境の保全、災害の防止、市民の安全の確保 土砂等の埋立て等に関し適正な指導、監視及び許可事務を行う。

土砂埋立て等の許可申請が９件あった。 無許可の土砂埋立て等の指導を２

件行った。

34 652 ごみ減量推進事業 生活環境部環境衛生課 ごみの減量や資源化を推進し、循環型社会を構築する。

一般廃棄物減量化等推進審議会を開催する。 災害廃棄物処理計画を策定す

る。（令和３年度～令和４年度） ごみの出し方カレンダーを作成し、市内

各戸に配布する。 ごみ分別アプリの周知、出前講座等により市民のごみ分

別徹底・減量化の啓発を行う。 日量平均１００㎏以上の事業系一般廃棄物

多量排出事業者に対し、ごみの減量化・資源化について指導する。  

令和５年度版ごみの出し方カレンダーをポスティングにより各戸配布し

た。ごみ分別アプリのダウンロー ド数が累計３３，０００件を超えた。出

前講座等により、市民のごみ減量の意識啓発を行った。 多量排出事業者に

対し減量化計画書を提出させ、減量化・資源化推進について指導を行っ

た。サステナス クエアで搬入検査を行い、分別が不適切な場合、収集運搬

許可業者に指導を行った。

35 653 環境教育事業 生活環境部環境衛生課 リサイクルへの関心を高め、将来、循環型社会の構築に資する。

環境教育の一環として、牛乳パック回収事業を実施し、子供たちの環境に

対する意識向上に努める。 市内の学校でごみ減量及びリサイクルに関する

出前授業を行う。

牛乳パック回収を通じて、子ども達の環境意識向上を図った。

36 654 リサイクル推進事業 生活環境部環境衛生課 資源物の有効活用と市民のリサイクル意識の向上を図る。

リサイクル推進を図るため３Ｒニュースを発行し、市民意識の醸成を図

る。 落ち葉等の堆肥化等推進のための調査研究を進める。 調理くずや食べ

残し等の食品残渣を活用したフードリサイクルを進める。 地域のごみ集積

所に、分別促進の看板を設置する。

家庭からの燃やせるごみ減量を推進することができた。（前年比１．４％

減 ）
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通し
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事務事業名 課名 事業の目的 事業の概要 成果

37 656 可燃ごみ焼却処理施設維持管理事業
生活環境部サステナスク

エア管理課

可燃ごみ処理施設において、可燃ごみを安全かつ安定的に焼却処理するこ

とにより、生活環境の保全及び 公衆衛生の向上を図り、市民の健康で快適

な生活を確保する。

市内から排出された可燃ごみをサステナスクエアに搬入し、可燃ごみ処理

施設にて処理するとともに、サ ステナスクエアから発生する残渣の適切な

処分を図る。 

最終処分埋立処分量：７，３４２．１６ｔ、資源化量：２，３４２．３１

ｔ、埋立処分委託料：２６４，１８９千円、資源化委託料：８７，７７３

千円

可燃ごみの処分を適切に行うとともに、サステナスクエアから排出される

残渣について、適切な埋立処分及び資源化処理を行うことにより、市民の

公衆衛生に対して重要な役割を果たした。

38 657 可燃ごみ処理施設の発電・売電事業
生活環境部サステナスク

エア管理課

サステナスクエア可燃ごみ処理施設の焼却炉から発生する余熱を利用して

蒸気を発生させ、タービン 発電機による発電を行う。

・焼却炉の余熱で発電した電力を可燃ごみ処理施設場内で使用し、余剰電

力を電力会社に売電する。

・Ｈ２１年度から長期包括的運営管理委託業務を実施し、余剰電力等の売

電額の３分の１を分配金として受託者へ支払う。

発電電力量：１９，３１４，９４６ｋＷｈ、場内使用電力量：８，８３

４，６１６ｋＷｈ

売電電力量：９，９００，５８４ｋＷｈ、売電電力料：８６，５３０，８

５７円

令和４年１０月から自己託送事業を実施し、市の公共施設４１施設に電力

を供給できた。

可燃ごみ処理施設の安定的な運転を実施することができた。

39 658 粗大・不燃ごみ処理施設維持管理事業
生活環境部サステナスク

エア管理課

リサイクルセンターにおいて、粗大、不燃、資源及び有害ごみを安全かつ

安定的に処理することにより 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、

市民の健康で快適な生活を確保する。

市内から排出された粗大、不燃、資源及び有害ごみをサステナスクエアに

搬入し、リサイクルセンターにて処理後、有価物を適正に資源化する。

※粗大ごみ１３ｔ／５ｈ、不燃ごみ１３ｔ／５ｈ、かん類４ｔ／５ｈ、び

ん類９ｔ／５ｈ、ペットボトル４ｔ／５ｈ、有害ごみ

１ｔ／５ｈ、プラスチック製容器包装１６ｔ／５ｈ

スプリングマットレス処理量：７１，８２０ｋｇ

乾電池搬出量：６３，３２０ｋｇ、蛍光管搬出先：１１，８１０ｋｇ

有害ごみ等の処理を適正に行い、市民の公衆衛生の向上に対して重要な役

割を果たした。

業者の協力により保管されたスプリングマットレスの処分を進めることが

できた。

40 659 施設から発生した有価物の売却・リサイクル事業
生活環境部サステナスク

エア管理課

回収された資源ごみ等を処理し、有価物として再資源化することにより、

環境負荷の低減及び市の歳入の 確保を図る。

有価物の売却とリサイクル

ビン（白、茶、その他）、ペットボトル→（財）日本容器包装リサイクル

協会等へ再商品化を委託

アルミ、鉄類、紙類、古布等→３か月ごとに入札によって業者に売却

リュース家具の提供

施設に搬入された粗大ごみの中で、再度使用できるように家具を修繕し、

無償で市民に提供する。

アルミ、鉄類、紙類、古布等：１７３，９１５千円（歳入）、ペットボト

ル：４６，２４０千円（歳入）、

計：２２０，１５５千円（歳入）

びん、容器包装プラスチック：６４７千円（歳出）、バイオディーゼル燃

料精製量：３，２８７Ｌ

循環型社会を実現するため適正な分別を行い、再資源化を推進した。

41 660 し尿処理施設維持管理事業
生活環境部サステナスク

エア管理課

し尿処理施設を適切に管理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生

の向上を図り、市民の健康で 快適な生活を確保する。

サステナスクエアし尿処理施設の維持管理（運転管理を除く。）

処理能力：５０ｋｌ

処理方式：好気性消化処理方式

修繕件数（各種ポンプ・配管）：７件、修繕料１６５千円、工事件数（各

種ポンプ・電極等）：３４件、工事請負費：７，１６４千円

不具合箇所の修繕等を適切に行うことにより、施設を正常に稼働し、市民

の健康で快適な生活を図った。

42 661 生ごみ処理器等購入費補助金交付 生活環境部環境衛生課 家庭から排出される生ごみの自己処理を推進し、生ごみの減量化を図る。

家庭から排出される生ごみの自己処理を推進する。

生ごみ処理容器を購入した市民に対し交付要綱に基づき補助金を交付す

る。

［コンポスト式補助率１／２、１世帯２基まで、上限２０，０００円］

［電気式生ごみ処理機補助率１／２、１世帯１機まで、上限２０，０００

円］

段ボールコンポストの無料配布の実施

市民一人一人の意識向上が必要であることから、啓発を強化するととも

に、生ごみ減量に向けた取組を積 極的に進めていく。
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43 662 し尿処理事業（サステナスクエア南分所）
生活環境部サステナスク

エア管理課

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、市民の健康で快適な生活を確

保する。

し尿処理施設の維持管理

処理能力７０ｋｌ／日

処理方式好気性消化処理方式

工事件数（各種ポンプ・配管）：１２件工事費用：１１，６３６千円

計画的に修繕工事を行うことにより、施設を正常に稼働し、市民の健康で

快適な生活を図った。

44 946 家庭用廃食用油リサイクル事業 生活環境部環境衛生課
家庭から排出される廃食用油を再利用するすることで、資源の有効活用を

推進するため。

市施設やスーパー等に設置する回収ボックスに市民が持込んだ廃食用油を

回収する。

回収した油はバイオディーゼル燃料に精製され、軽油の代替燃料としてサ

ステナスクエア内公用車や廃食用油回収車で使用する。

家庭用廃食用油のリサイクルを促進した。また、バイオディーゼル燃料を

利活用することにより地球温暖 化防止に寄与した。

45 1001 動物愛護関連事業 生活環境部環境保全課
狂犬病蔓延の防止及び撲滅、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進、殺処

分や苦情等件数の減少

茨城県獣医師会の協力を得て、市内４７カ所にて狂犬病予防注射を実施。 

適正な飼育をサポートするため、犬猫の避妊去勢手術を行う市民に対し補 

助金を交付。動物指導センターへの犬、猫引き渡し頭数削減のため、飼主 

の特定が容易となるマイクロチップ装着に対する補助金制度を開始。

・市内全域において、狂犬病予防集合注射を実施し、予防接種率の向上が

図られた。

・犬及び猫の無秩序な繁殖を抑制し、周囲に対する危害及び迷惑防止を図

ることができた。

・犬、猫へのマイクロチップ装着に対する補助金制度を開始し、装着を推

進した。

46 1003
自然環境・鳥獣保護管理事業（旧：鳥獣保護及び

有害鳥獣被害防止対策事業）
生活環境部環境保全課

野生鳥獣の保護、狩猟に係る銃器等の適正使用による市民生活の安全確

保、有害鳥獣による生活被害等の 防止。生物多様性の保全及び持続可能な

社会を推進するため生物多様性つくば戦略を策定する。

鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域（銃猟）の指定に係る連絡調整、及

び申請を行う。 野生鳥獣の保護、及び特定外来生物の防除を実施する。 生

物多様性つくば戦略の令和６年度末策定に向け、作業を進める。

貸出捕獲罠の拡充と、継続的な制度周知により、捕獲罠の貸出件数が１７

７件から２４２件に増加した。 また、茨城県へアライグマを３１４頭引き

渡した。 生物多様性つくば戦略策定懇話会を３回開催し、学識経験者、市

民の意見を参考としながら戦略の策定を 進めることができた。

47 1082 サステナスクエア包括的運営管理事業
生活環境部サステナスク

エア管理課

サステナスクエアにおける各施設の管理を一本化することにより、効果

的、効率的、経済的で安全かつ円 滑な業務の遂行を図る。

可燃ごみ焼却施設（３７５ｔ／日）の包括的運営管理

リサイクルセンター（資源化施設を含む。）の包括的運営管理

（かん類４ｔ／５ｈ、びん類９ｔ／５ｈ、ペットボトル４ｔ／５ｈ等）

し尿処理施設の運転管理

可燃ごみ搬入量：６８，９６３，２８０ｋｇ、資源ごみ搬入量：７，３６

４，９２０ｋｇ、有害ごみ搬入量：５１，６３０ｋｇ

し尿投入量：１０，３５６ｋＬ

サステナスクエアの適切な運営により、市民の公衆衛生に対して重要な役

割を果たした。
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